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新型コロナウイルス感染症に係る自家検査費用について 

 

日頃 当組合の事業運営につきまして、ご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、当組合では医療機関の職員等が自院で診療を行った際は、自家診療として給付は行わ

ないこととしておりますが、このたび新型コロナウイルス感染症に係る行政検査を実施した場

合の検査料等については、自家診療の特例として、下記のとおり保険請求を認めることといた

しますので、お知らせいたします。 

 

記 

１． 保険給付の対象となるもの 

   宮城県または仙台市と契約を締結した医療機関で実施した感染症に基づく行政検査 

２． 対象となる検査期間 

令和 3年 6月 1日から令和 3年 12 月 31 日まで 

３． レセプト請求の際の注意事項 

  ○公費対象外の項目（基本診療料、外来管理加算、処方箋料等）の請求があった場合は、

返戻となります。 

  ○対象となる傷病名は「新型コロナウイルス感染症」または「新型コロナウイルス感染症

の疑い」のみです。それ以外の傷病名が記載されている場合は返戻となります。 

  ○医療従事者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、業務外で感染したことが明ら

かである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。労災が適用される可

能性が高い場合は、労災手続きを優先してください。（詳細は最寄りの労働基準監督署

へお問い合わせください。） 

  ○新型コロナウイルス感染症の「治療」に係る自家診療は、すべて対象外です。 

  ○医療機関に医師がお一人の場合、自己診療（検査）となるため保険請求はできません。

  




